
評諮

二
頁
の
「
建
瀬
」
の
項
の
、
「
完
顔
晶
」
に
は
「
ワ
ン
ヤ
ン
シ
ョ
ウ
偏
と
振
仮
名

が
あ
り
、
不
統
一
で
読
者
を
迷
わ
ぜ
る
。
ま
た
「
陰
陽
五
行
説
」
を
「
い
ん
よ

う
こ
ぎ
よ
う
せ
つ
」
と
読
み
、
「
お
ん
よ
う
ご
ぎ
ょ
う
せ
つ
」
で
は
検
出
で
き

な
い
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
残
念
な
こ
と
に
誤
植
が
散
兇
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
大
都
な

書
物
を
誤
植
な
し
に
完
成
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
が
、
一
字
の
誤
植
が

初
学
春
に
多
大
の
迷
惑
を
与
え
る
場
舎
も
あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
慎
重
さ
が
望

ま
し
い
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
六
三
一
頁
の
「
文
華
離
竜
」
の
項
に
「
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

国
の
苑
文
澗
注
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
」
と
あ
り
、
　
こ
の
「
苑
扁
は
「
萢
篇
の
誤

植
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
八
八
五
頁
の
索
引
の
「
エ
」
の
項
に

　
　
　
　「

苑
文
澗
偏
と
出
て
い
る
の
は
二
重
の
過
失
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
は
少
々
限
に
つ
い
た
問
題
の
個
所
の
み
を
述
べ
た
が
、
本
書
の
全
体
か

ら
減
れ
ば
ほ
ん
の
僅
か
な
部
分
で
あ
り
、
決
し
て
本
書
の
価
値
を
減
ず
る
も
の

で
は
な
く
、
望
蜀
の
こ
と
と
し
て
述
べ
た
ま
で
で
あ
る
。
京
都
大
学
の
爽
洋
史

研
究
室
が
挙
げ
て
こ
の
よ
う
な
…
難
事
業
を
完
成
し
、
適
切
な
中
辞
典
を
江
湖
に

提
供
せ
ら
れ
た
こ
と
は
慶
賀
に
た
え
な
い
所
で
あ
り
、
大
い
に
葉
洋
史
学
の
発

展
に
寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
A
5
版
　
九
九
四
頁
　
昭
和
三
十
六
年
三
月
一
撫
　
東
京
創
元
社
発
行

　
二
充
○
○
円
）

名
・
○
．
餌
①
昌
鎚
窪
ω
o
諮
8
ゲ
①
ω
雷
8

簿
ゆ
α
け
ゲ
Φ
回
昌
α
⊆
ω
需
冨
一
図
Φ
く
○
｝
嘗
鉱
○
ゆ

ヨ
℃
霊
ω
ω
㌶
H
刈
心
O
－
H
Q
Q
疇
ρ
　
お
㎝
o
。

大
　
島
　
隆
　
雄

　
既
に
二
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
の
勃
発
に
際
し
て
、
そ
の
積
極
的
な
原
基
と

な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
闘
人
類
が
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
最
悪
の

政
治
体
制
《
ナ
チ
ズ
ム
》
を
も
生
み
だ
し
た
ド
イ
ツ
資
本
搬
義
は
、
近
代
史
研

究
者
の
最
も
重
視
す
べ
ぎ
研
究
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
の
暇
際
経
済
史

の
講
師
で
あ
り
、
政
治
絢
に
は
英
国
労
働
党
の
立
場
と
思
わ
れ
る
ヘ
ソ
ダ
ー
ス

ン
の
興
味
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
産
業
革
命
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
つ
い
で
に

著
者
に
つ
い
て
の
紹
介
を
知
る
限
り
続
け
る
と
、
彼
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
産
業

資
本
形
成
権
の
圏
家
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
詳
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
最

近
で
は
國
際
的
観
点
を
導
入
し
た
大
陸
諸
国
の
産
業
資
本
形
成
史
に
つ
い
て
の

諸
研
究
を
精
力
的
に
も
の
し
つ
つ
あ
る
。
念
の
た
め
に
、
こ
の
著
作
以
外
の
ヘ

ン
ダ
ー
ス
ン
の
諸
研
究
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。
こ
の
う
ち
、
　
「
関
税
並
等
」
は

本
書
と
罰
じ
く
前
者
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
の
二
著
は
後
著
の
方

向
に
立
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
摩
δ
N
o
テ
6
お
貯
”
（
ち
ω
O
）

　
　
じ
d
葺
巴
p
磐
α
玄
自
霧
窪
ρ
一
国
霞
。
鷺
嵩
㎝
0
1
一
。
。
刈
ρ
（
一
り
鰹
）

　
　
層
δ
甘
ロ
場
廿
滋
舞
切
。
く
。
冨
叶
δ
訂
。
口
9
Φ
0
9
誹
貯
Φ
暮

ユ57　　（811）



　
　
　
　
　
　
　
　
”
準
弩
。
ρ
O
Φ
コ
悪
き
団
讐
嗣
急
多
統
。
・
墨
（
搭
蝕
）

　
ざ
て
、
紹
介
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
や
や
先
ま
わ
り
し
て
ま
ず
著
者
の
見

解
の
大
略
と
、
本
著
作
の
構
成
に
触
れ
て
お
こ
う
。
著
者
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る

産
業
草
命
を
、
当
該
期
の
工
業
生
産
に
お
い
て
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
た
プ
ロ

イ
セ
ン
を
も
つ
て
代
表
さ
せ
る
正
当
性
を
主
張
し
て
、
　
「
産
業
革
命
」
の
内
容

を
、
技
術
の
機
械
化
、
生
産
様
式
の
大
工
業
化
、
交
通
の
革
命
的
発
展
と
い

う
側
薦
で
掘
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
代
プ
ロ
イ
セ
ン
の
急
激
な
産
業
発
展
、

と
く
に
重
工
業
と
鉄
遵
の
発
展
に
感
嘆
し
な
が
ら
、
著
考
は
そ
の
．
原
凶
を
国
家

の
産
業
「
保
護
・
育
成
凱
號
督
・
規
翻
」
政
策
に
帰
そ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
本
書
は
次
の
様
な
表
題
の
序
文
、
結
論
を
含
む
三
都
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。

　
　
“
序
　
　
⊥
又
　
　
「
プ
ロ
シ
ャ
経
済
の
国
有
化
部
門
に

　
　
第
｝
部
　
　
「
照
家
と
石
炭
及
び
鉄
工
業
の
勃
興
一
七
四
G
一
一
八
七
〇
年
」

　
　
第
二
都
　
　
「
園
家
と
プ
ロ
シ
ャ
の
経
済
復
勲
ハ
一
八
一
五
！
閤
八
年
」

　
　
節
…
篇
都
　
　
「
潟
家
と
鉄
道
、
　
一
八
一
五
i
七
〇
年
・
」

　
　
結
　
論

　
プ
ロ
イ
セ
ン
産
業
革
命
の
「
上
か
ら
」
の
性
格
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
著
者

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
産
懸
不
華
A
叩
の
始
期
は
、
鷹
夫
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
に
よ
っ

て
典
型
的
な
ド
イ
ツ
型
重
商
主
義
（
羅
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
）
が
展
開
さ
れ
た
一

七
四
〇
年
に
ま
で
糊
及
せ
ら
れ
、
終
期
は
一
八
七
〇
年
の
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る

「
帝
国
建
設
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
各
部
の
章
別
構
成
に
は
、
第
三

部
第
八
章
を
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
も
蚤
下
期
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
政
府
の

秀
れ
た
経
済
官
僚
達
が
、
各
地
面
輔
公
野
で
実
施
し
た
諸
政
策
と
そ
の
成
果
を

検
討
す
る
と
い
う
形
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
略
こ
の
様
な
内
容

を
も
つ
た
本
書
を
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
政
治
的
な
立
場
か
ら
く
る
著
満
の
主
張

の
一
翼
性
に
注
意
し
つ
つ
も
、
ま
た
、
多
分
に
わ
が
国
の
そ
れ
に
も
似
た
ド
イ

ツ
産
業
資
本
の
確
立
過
程
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
即
ち
、
先
進
資
本
主
義
の
側
圧
の
下
に
急
遮
に
発
展
し
た
産
業
資
本
確
立

過
程
如
何
の
観
点
、
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
、
著
者
に
従
い
つ
つ
本
書
の
内
容
を

簡
単
に
た
ど
り
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
若
干
の
論
評
を
繍
え
る
こ
と
に
す
る
。

、脅ノ

以

　
ま
ず
、
序
文
「
プ
ロ
シ
ャ
経
済
の
国
有
化
部
門
」
に
お
い
て
、
ヘ
ン
グ
ー
ス

ン
は
こ
の
著
作
を
書
く
に
あ
た
っ
て
の
著
者
の
問
題
意
識
及
び
問
題
視
角
を
炭

開
し
て
い
る
。
問
題
意
識
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
八
世
紀
に
経
済
的
に
遅
れ

て
い
た
ド
イ
ツ
が
、
何
故
二
〇
世
紀
初
頭
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
越
す
ま
で
に
発
展

し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
閲
題
を
解
く
た
め
は
、
著
者
は
次
に
の
べ

る
ド
イ
ツ
産
業
革
命
の
三
つ
の
側
嘱
を
明
か
に
す
る
方
法
を
規
い
た
。
理
ち
、

篤
一
に
、
ド
イ
ツ
産
業
革
命
は
イ
ギ
リ
ス
の
幽
聾
ジ
器
N
－
讐
冒
O
》
と
は
異
っ

て
、
國
象
の
強
力
な
援
助
・
育
成
を
受
け
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
当
該

期
の
経
済
官
僚
達
が
、
現
代
の
《
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
》
乃
簗
は

《
ソ
ー
シ
ア
リ
ズ
ム
》
…
勿
譲
英
圓
労
働
党
流
の
一
の
経
済
政
策
の
先
駆
者
と
も

い
え
る
「
計
画
経
済
寛
嚢
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
笛
三
に
、
ド
イ
ツ
で
は

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
べ
て
、
全
産
業
構
造
内
に
お
け
る
「
国
有
化
部
門
」

の
比
露
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
ー
ー
一
九
〇
七
年
当
時
、
圏
有
部
門
の
就
業
労

働
者
数
は
総
数
の
緬
に
達
す
i
等
の
側
而
が
そ
れ
で
あ
る
。
呉
体
的
な
問
題

の
分
析
は
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
三
つ
の
側
面
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
既

述
の
如
く
各
単
が
展
開
さ
れ
る
。

158　（812）
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第
一
部
は
、
「
国
家
と
石
炭
及
び
鉄
工
業
の
勃
輿
一
七
四
〇
一
一
八
七
〇
年
」

と
題
し
て
A
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
重
工
業
に
対
す
る
保
護
ご
育
成
の
様
綱
を
示

し
て
く
れ
る
。
　
「
軽
工
業
」
に
つ
い
て
は
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
殆
ん
ど
無
視

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
産
業
革
命
の
一
特
徴
を
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
第
一
章
　
「
シ
ュ
レ
ジ
ア
の
甥
。
〔
剛
G
芦
一
七
七
九
－
一
八
〇
二
年
」

　
レ
ー
デ
ン
は
一
七
七
九
i
一
八
〇
一
一
年
の
…
同
、
　
「
王
室
鉱
…
山
省
」
　
ブ
レ
ス
ラ

ウ
管
区
長
官
に
在
任
し
、
後
の
シ
ュ
レ
…
ジ
ェ
ン
に
お
け
る
自
認
鉱
山
業
の
発

展
の
基
礎
を
築
い
た
官
僚
で
あ
る
。
縞
鯵
諸
式
と
は
異
っ
て
、
こ
の
地
域
の
鉱

山
業
は
、
　
《
マ
グ
ナ
ー
テ
ン
》
と
呼
ば
れ
る
大
封
建
領
主
か
、
ま
た
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
大
王
以
来
ソ
囲
ρ
貯
℃
嘗
。
地
区
を
中
心
に
絶
対
主
義
瞬
家
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
て
来
た
。
レ
ー
デ
ン
は
就
任
以
来
、
従
来
の
国
有
鉱
山
を
悪
二
叉
す
る
一
方
、

そ
こ
か
ら
得
た
資
本
で
新
ら
た
に
困
白
三
σ
q
品
毎
び
。
（
唱
8
）
と
N
9
σ
憲
。
（
嵩
り

。。

j
に
合
有
炭
坑
を
、
9
昏
葺
N
（
蝿
り
①
）
と
閑
α
三
σ
・
脇
茎
藷
（
回
お
7
｝
。
。
O
O
）

に
国
有
製
鉄
所
を
囲
発
す
る
仕
事
を
指
導
し
た
。
彼
は
他
地
域
に
さ
き
が
け
て
、

こ
れ
r
り
園
一
箸
中
江
企
醜
ポ
に
叱
心
気
ボ
ン
。
フ
や
・
コ
…
ク
ス
溶
鉱
炉
及
び
ベ
　
ツ
セ
マ
ー
転

炉
等
の
新
技
術
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
導
入
－
尤
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
園
有
企
業

の
私
企
業
に
対
す
る
技
術
的
優
越
が
わ
か
る
一
し
た
。
こ
う
し
て
、
そ
の
後

の
．
シ
ュ
レ
ー
ジ
甲
｛
ン
国
有
鉱
由
業
の
生
産
量
の
増
大
－
例
え
ば
、
H
ハ
。
巳
α
。
。
・
－

σq

O
ぴ
。
の
出
炭
最
は
、
　
一
七
九
一
年
一
・
八
千
ト
ン
か
ら
一
八
七
〇
年
魚
九
三

・
二
千
ト
ン
ー
は
極
め
て
顕
著
と
な
る
。

　
　
　
第
二
章
　
コ
、
ル
ク
地
方
の
誓
。
ヨ
”
一
七
八
圏
一
一
八
○
囚
年
」

　
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
、
あ
の
有
名
な
一
八
〇
七
年
の
農
業
改
革
を
指
導
し

た
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。
彼
は
後
に
中
央
政
．
府
に
入
る
ま
で
こ
の
閲
西
部
諸
州

知
事
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
位
か
ら
、
彼
は
後
の
ド
イ
ツ
大
重
工

業
地
帯
を
形
成
す
る
ル
ー
ル
を
中
心
と
し
た
マ
ル
ク
地
方
の
石
炭
業
を
幼
成
し

た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
実
施
さ
れ
た
致
策
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
の
場
合
と
は
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
、
こ
の
地
域
に
一
八
世
紀
を
逓
じ
て
小
規
模
な
が
ら
発
展
し
て
来
た
私
企

や業
の
保
護
・
育
成
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
所
有
は
私
酌
に
、
管

理
は
詳
細
な
点
ま
で
露
家
に
と
い
う
原
則
に
立
つ
一
七
六
六
年
の
鉱
山
法
の
運

用
を
厳
し
く
し
て
鉱
山
の
効
率
を
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
道
路
建
設
、

関
税
改
革
等
に
よ
っ
て
斎
場
条
件
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
は
、

英
国
か
ら
運
搬
呉
、
蒸
気
ポ
ン
プ
等
の
新
狡
術
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
様
な
政
策
は
、
彼
の
在
任
中
即
、
ル
ク
地
方
の
掛
炭
量
を
増

大
…
一
一
七
八
際
年
一
七
〇
〇
万
シ
ヂ
ー
ッ
フ
エ
ル
、
一
七
九
四
年
二
三
〇
〇
万

シ
ェ
ヅ
フ
ニ
ル
ー
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
第
三
藁
「
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
の
／
，
ヨ
血
ぬ
P
一
八
一
五
－
罎
四
年
」

　
門
解
放
戦
役
扁
の
後
、
酉
部
予
州
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
の
二
州
に
整
理
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
者
の
知
事
を
一
八
一
五
年
か
ら
閥
四
年

に
わ
た
っ
て
罷
め
た
の
が
ヴ
ィ
ン
ケ
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
仕
事
は
、
シ
ュ
タ

イ
ン
の
そ
れ
を
継
承
し
て
、
新
技
術
の
導
入
や
特
に
運
輪
業
務
の
開
発
に
よ
る

鉱
産
物
市
場
の
発
展
で
あ
っ
た
、
例
え
ば
後
者
の
例
と
し
て
、
づ
．
o
㏄
o
ワ
譲
ヨ
（
7

。
謬
開
公
道
の
建
設
、
ヵ
鐸
｝
鋒
H
、
ゼ
｝
）
ρ
同
曽
一
⇒
も
・
’
づ
．
。
器
目
庇
の
各
氏
罵
の
改
修

〇
三
朕
σ
竃
α
q
－
閑
財
¢
ぎ
間
運
河
の
開
墜
、
肉
三
山
o
H
＃
σ
急
。
。
σ
瓢
薦
港
の
整
備
、

そ
し
て
　
菊
｝
6
陶
苧
ご
℃
簿
螢
〔
＝
線
、
O
O
茜
コ
①
ー
ッ
叢
乙
§
線
の
両
鉄
道
の
敷
設

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ン
ケ
の
精
力
的
・
な
政
策
の
結
果
は
、
例
え
ば
こ
の
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時
期
に
ル
ー
ル
の
産
炭
量
が
約
閣
倍
…
一
…
∴
八
一
五
年
三
八
八
千
ト
ン
、
一
八

五
〇
年
一
・
六
六
六
千
ト
ソ
ー
に
増
大
し
た
こ
と
や
、
　
同
訓
巳
ζ
o
詳
港
の
石

炭
選
出
量
が
急
速
に
高
ま
っ
た
こ
と
の
中
に
反
映
し
て
い
る
。

　
　
　
第
四
章
　
「
ザ
ー
ル
の
国
有
炭
坑
、
　
一
七
四
〇
…
一
八
七
〇
年
」

　
最
初
ザ
ー
ル
の
炭
坑
は
乞
霧
舞
自
－
も
Q
簿
鍵
ぴ
慈
。
搾
①
p
領
邦
の
所
有
下
に
あ
り
、

つ
い
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
占
領
中
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た

が
、
　
「
解
放
戦
役
－
　
の
後
は
プ
導
イ
セ
ン
に
併
合
さ
れ
た
結
果
、
新
設
鉱
山
省

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ソ
管
区
の
も
と
、
国
有
と
し
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
八
一
六
年
－
五
七
年
の
間
、
こ
の
管
区
長
に
就
任
し
た
の
が
ゼ
ル
ロ

Oo

F
昌
。
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
辺
境
の
国
有
の
炭
坑
を
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
の
場
合

と
同
様
に
開
発
・
発
展
さ
せ
た
。
即
ち
、
第
一
に
新
技
術
の
導
入
、
第
二
に
、

oD

酔
ｮ
σ
蝕
。
犀
。
〒
○
陣
§
芝
④
一
一
霞
聞
公
道
の
建
設
、
河
川
水
運
の
改
善
、
そ
し

て
国
有
ω
p
碧
σ
三
隅
Φ
滞
鉄
道
の
敷
設
を
含
む
交
通
条
件
の
改
善
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
成
果
は
、
ザ
ー
ル
炭
田
の
生
産
搬
の
顕
著
な
上
昇
－
一
八
一
六
年

一
〇
万
ト
ソ
、
　
一
八
五
〇
年
六
六
万
ト
ソ
ー
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

※

　
「
国
家
と
プ
ロ
シ
ャ
の
経
済
復
興
一
八
一
五
一
一
八
四
八
年
」
の
表
題
を
も

つ
第
二
部
は
、
　
「
解
放
戦
役
」
以
後
「
三
月
革
命
」
に
い
た
る
所
謂
「
三
月
前

期
」
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
政
府
が
狂
気
の
如
く
行
っ
た
諸
々
の
経
済
政

策
の
状
態
を
明
か
に
し
て
し
て
い
る
。
統
一
的
笑
内
市
場
形
成
の
た
め
の
「
関

税
同
盟
」
の
設
立
、
機
械
そ
の
三
新
技
術
の
樽
入
・
普
及
、
そ
し
て
多
数
の
官

営
製
造
工
場
の
設
立
等
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
第
五
章
　
「
竃
。
言
と
関
税
同
盟
の
建
設
、
一
八
〇
一
…
三
〇
年
」

　
一
八
三
四
奪
に
設
立
さ
れ
た
「
関
税
恩
誼
」
は
、
昏
黒
血
主
権
に
は
触
れ
ず

に
、
領
長
内
及
び
領
邦
闘
関
税
を
撤
廃
し
て
、
内
に
「
関
税
自
由
」
を
確
立
す

る
一
方
、
外
国
商
品
に
対
し
て
は
ゆ
る
や
か
で
は
あ
れ
「
関
税
保
護
」
を
う
ち

た
て
る
こ
と
に
よ
り
、
真
の
統
一
国
内
市
場
形
成
の
条
件
を
作
り
だ
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
「
関
税
同
盟
扁
の
形
成
に
も
そ
の
前
提
と
な
る
長
期
間
の
準
備
が

必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
仕
事
こ
そ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
じ
く
ス
ミ
ス
主

義
経
済
理
論
の
洗
軋
を
受
け
た
開
明
官
僚
モ
ッ
ッ
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
一
七

年
エ
ル
フ
ル
ト
地
区
長
官
、
一
二
年
ザ
ク
セ
ン
州
知
事
、
二
五
年
大
蔵
大
臣
の

地
位
に
つ
い
て
そ
れ
を
指
導
し
た
。
　
一
八
一
九
年
…
二
八
年
に
か
け
て
、
東
西

両
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
に
そ
の
周
辺
及
び
廻
廊
講
邦
を
含
め
た
㎝
，
北
ド
イ
ツ
関

税
罰
盟
」
を
成
立
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
二
九
年
に
は
門
構
ド
イ
ツ
関
税

同
盟
」
と
の
問
に
通
商
条
約
を
結
ぶ
一
方
、
　
「
中
部
ド
イ
ツ
通
商
同
盟
」
の
若

干
の
領
事
と
の
結
合
を
推
進
し
て
こ
れ
を
衰
退
さ
せ
、
全
ド
イ
ツ
関
税
岡
盟
成

立
の
道
を
掃
き
清
め
た
の
は
、
モ
ッ
ッ
の
偉
大
な
業
績
で
あ
っ
た
。

　
　
・
第
六
章
「
じ
づ
。
舞
プ
と
技
術
研
究
所
、
一
八
一
〇
1
四
五
年
」

　
一
八
一
七
年
商
工
業
省
大
臣
に
就
任
し
た
ボ
イ
ト
は
、
ド
イ
ツ
産
業
資
本
が

マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
か
ら
機
械
制
大
工
業
に
発
展
す
る
た
め
に
、
先
進
資
本

主
義
諸
国
か
ら
近
代
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
、
技
術
教
育
を
強
力
に
推
進
し

た
官
僚
で
あ
っ
て
、
近
代
ド
イ
ツ
工
業
の
技
術
的
基
礎
は
実
に
彼
の
政
策
に
よ

っ
て
確
保
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ボ
イ
ト
は
、
そ
の
た
め
に
次
の
官
民
三
つ
の
会

の
責
任
者
と
な
っ
て
活
躍
し
た
。
第
一
に
、
政
府
機
関
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、

技
術
関
係
の
嵐
版
物
の
刊
行
、
機
械
の
模
型
・
設
計
図
の
蒐
集
、
特
許
法
の
管

理
、
技
術
教
育
等
の
機
能
を
も
つ
た
「
技
術
委
員
会
」
、
第
二
に
後
に
国
立
・

Ω
多
同
｝
9
窪
9
嶺
技
術
専
門
学
校
に
発
展
す
る
「
ベ
ル
リ
ン
技
術
研
究
所
」
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1
生
徒
数
設
立
後
四
百
人
に
及
鵡
一
、
及
び
第
一
工
に
、
導
流
団
体
と
し
て

マ
ニ
ュ
経
営
嚢
や
商
人
多
数
を
含
む
「
工
業
知
識
促
進
協
会
」
で
あ
る
。
そ
の

外
に
彼
は
、
技
術
の
普
及
の
た
め
に
機
械
類
を
展
示
し
た
「
工
業
の
家
」
を
設

立
し
た
り
、
ま
た
「
工
業
博
覧
会
」
；
一
八
二
二
年
出
品
者
一
七
六
人
、
四

四
年
三
〇
四
人
1
を
し
ば
し
ば
開
催
し
た
。

　
　
　
第
七
章
　
「
ヵ
舞
7
母
と
海
外
貿
易
会
被
、
　
一
八
一
〇
－
四
八
年
目

　
「
海
外
貿
易
会
社
」
Q
D
8
ゴ
帥
コ
翁
琶
σ
q
と
は
、
一
七
七
二
年
に
設
立
さ
れ
た

王
立
の
特
権
貿
易
会
袖
で
あ
り
、
資
本
金
は
そ
の
軽
ん
ど
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大

王
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
海
外
貿
易
会
社
」
の
取
締
役
に
一
八

一
〇
年
就
任
し
た
ロ
ー
タ
ー
は
、
こ
の
企
業
が
従
来
行
っ
て
ぎ
た
海
上
貿
易
を
、

広
く
爾
北
ア
メ
リ
カ
、
西
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
シ
ナ
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ド
イ
ツ
工
業
製
品
の
販
路
を
朋
冒
し
た
。
他
方
、
彼
は
こ
の
企
業
を
金

融
機
関
に
も
発
展
さ
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
外
債
－
一
八
一
八
年
五
〇
〇
万

ポ
ン
ド
、
ニ
ニ
年
三
五
〇
万
ポ
ン
ド
を
獲
得
し
た
ほ
か
、
私
企
業
に
融
資
し
た

り
そ
の
株
を
所
有
し
た
り
す
る
政
策
を
行
っ
た
。
ま
た
彼
の
致
策
に
つ
い
て
特

筆
す
べ
き
こ
と
は
、
四
〇
年
代
に
エ
ル
ベ
以
東
の
各
地
で
、
紡
績
工
場
か
ら
機

械
製
造
工
場
に
い
た
る
ま
で
二
〇
件
を
こ
え
る
官
営
工
場
を
設
立
し
た
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
工
場
は
「
三
月
革
命
」
を
契
機
に
、
三
件
を
残
し

て
総
て
民
間
に
払
下
げ
ら
れ
た
。

※

　
　
　
第
三
部
　
「
国
家
と
鉄
道
、
　
一
八
一
五
一
七
〇
年
」
は
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
鉄
道
建
設
が
、
最
初
か
ら
国
有
乃
至
は
國
家
資
本
に
よ
る
私
的
鉄
道
株

式
・
会
社
に
対
す
る
強
力
な
国
家
保
護
の
も
と
で
行
わ
れ
、
　
し
か
も
後
に
私
的

鉄
道
企
業
は
次
第
に
国
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
述
べ
て
い
る
。
鉄
道
建
設

が
ド
イ
ツ
産
業
革
命
費
．
郷
導
す
る
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、

ヘ
ン
グ
ー
ス
ン
が
こ
れ
を
第
三
部
で
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
至
当
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
第
八
章
　
「
プ
騨
シ
や
鉄
道
の
草
創
、
一
八
一
五
1
・
四
八
年
」

　
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
は
、
最
初
か
ら
国
有
鉄
道
と
し
て
か
、
あ

る
い
は
私
的
株
式
会
社
を
国
家
が
財
政
的
に
援
助
す
る
形
態
で
行
わ
れ
た
。
即

ち
株
式
会
祉
設
立
の
場
倉
と
は
、
政
府
は
一
八
四
三
年
に
設
け
ら
れ
た
六
百
万

タ
…
レ
ル
に
及
ぶ
「
鉄
滋
基
金
し
を
運
用
し
て
、
そ
の
株
の
％
身
構
有
に
、
残

り
％
の
一
般
出
資
株
に
国
家
が
配
巌
保
障
を
す
る
と
い
う
灸
件
で
、
そ
の
設
立

を
認
可
し
た
。
こ
の
様
な
設
立
条
件
は
、
後
に
こ
れ
ら
私
的
鉄
道
企
業
が
岡
有

化
さ
れ
る
条
件
と
も
な
る
。
当
該
曳
こ
う
し
た
形
態
で
設
立
さ
れ
た
株
式
会
栓

の
う
ち
代
蓑
的
な
も
の
は
、
○
○
ざ
σ
q
ま
シ
拳
蟹
§
線
（
総
裁
＝
p
暴
。
ヨ
雲
己

…
一
八
六
万
タ
ー
レ
ル
の
国
有
株
、
政
府
、
一
般
嵐
資
者
に
％
％
の
配
当
保

障
一
、
及
び
馬
鞭
鈴
竃
p
門
螺
線
（
総
裁
く
§
（
互
，
鵠
3
・
象
）
…
一
株
の
κ

羅
有
…
一
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
純
然
た
る
国
有
鉄
道
と
し
て
発
足
し
た
も

の
に
は
、
ザ
ー
ル
鉄
道
、
及
び
頭
部
鉄
道
（
導
ゴ
自
欝
ず
ズ
〔
｝
巳
σ
q
加
一
）
窮
σ
Q
間
）
が
あ

っ
た
。

　
　
　
第
九
章
　
「
＜
o
湿
鳥
Φ
目
鵠
⑳
団
鼻
と
プ
μ
シ
ャ
鉄
道
、
　
一
八
四
八
…
七
一

　
　
　
　
　
　
年
」

　
三
月
革
命
以
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
鉄
道
の
国
有
化
部
門
の
増
大
は
、
一
八
四
八

年
商
工
業
公
共
事
業
大
臣
に
就
任
し
た
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ハ
イ
ト
の
精
力
酌
な
政

策
の
結
果
で
あ
る
。
彼
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
鉄
道
や
東
部
鉄
道
（
σ
写
－

。・

潤p

e
論
述
○
巴
σ
Q
も
・
ぴ
賃
σ
q
闘
）
を
国
有
鉄
道
と
し
て
建
設
す
る
一
方
、
私
的
鉄
道

株
式
宮
漏
の
経
営
的
園
難
を
た
く
み
に
利
用
し
て
、
そ
れ
を
国
象
管
理
乃
至
は
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国
有
に
移
し
た
。
例
え
ば
、
既
述
じ
d
實
げ
蜜
霞
調
製
は
一
八
五
〇
年
に
国
理
化
、

℃
甚
冒
！
ぐ
ま
お
ゴ
旧
藩
は
一
八
五
享
年
に
顯
象
管
理
、
六
三
年
圏
有
化
、
惣
一
早

。。

薯
u
。
紘
自
笹
①
篤
。
乙
線
は
一
八
五
七
年
に
国
有
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
一
八
五
七
年
当
時
で
プ
μ
イ
セ
ソ
の
鉄
道
の
約
半
分
が
灌
接
乃
至
は
間
接

に
国
家
の
支
配
の
も
と
に
入
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
様
な
国
有

化
に
際
し
て
特
に
興
味
あ
る
事
実
は
、
そ
れ
を
保
障
す
る
政
府
の
三
三
政
策
で

あ
る
。
即
ち
そ
の
財
源
は
、
政
府
が
一
八
五
三
年
以
来
純
益
に
対
す
る
累
進
課

税
の
形
態
で
徴
集
し
て
き
た
「
鉄
道
税
」
や
、
岡
有
株
に
対
す
る
瞥
別
配
当
金

が
そ
の
主
要
部
分
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
私
有
鉄
道
は
自
分
が
買

取
ら
れ
る
金
を
自
分
自
身
で
支
払
っ
た
こ
と
に
な
る
。

※

　
最
後
に
ヘ
ソ
ダ
ー
ス
ソ
は
、
一
七
四
〇
一
一
八
七
〇
年
に
わ
た
る
国
家
の
産

業
発
展
に
卸
す
る
積
極
的
な
保
護
・
育
成
の
原
因
に
つ
い
て
、
次
の
様
な
あ
ま

り
醒
新
し
く
も
な
い
事
実
を
列
挙
し
て
門
結
論
」
と
し
て
い
る
。
鱗
ヱ
に
、
そ

の
近
代
化
過
程
に
外
圧
と
し
て
作
労
し
た
幾
多
の
戦
争
i
一
七
世
紀
後
半
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
、
七
年
戦
争
、
　
一
七
世
紀
末
－
一
八
燦
紀
初
頭
の
革

命
化
し
た
フ
ラ
ン
ス
市
民
軍
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侵
入
、
一
八
世
紀
中
葉
以
後

の
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
、
普
換
戦
争
、
普
仏
戦
争
一
…
、
第
二
に
私
曲
資
本
の

不
足
、
第
三
に
、
地
理
的
条
件
の
悪
さ
一
外
港
を
も
た
な
い
、
資
源
の
辺
境

へ
の
集
中
t
、
及
び
第
四
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
様
に
穂
銀
地
を
も
た
な
か
っ
た

こ
と
、
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

※

　
以
上
が
本
書
の
簡
単
な
内
容
で
あ
る
が
、
最
後
に
そ
の
内
欝
に
つ
い
て
若
干

の
論
評
を
試
み
て
お
き
た
い
。
謹
選
す
べ
き
点
の
指
摘
を
先
に
す
る
と
、
こ
の

著
作
は
、
先
進
資
本
主
義
国
の
産
業
革
命
の
展
開
を
有
利
な
所
与
の
条
件
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
あ

つ
つ
、
世
界
資
本
主
義
の
市
場
駒
・
軍
事
的
側
圧
と
を
受
け
て
な
さ
れ
た
後
進

圃
ド
イ
ツ
の
産
業
革
命
の
実
体
の
一
巻
を
非
常
に
よ
く
派
し
て
い
．
る
こ
と
で
あ

る
。
注
意
し
て
読
め
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
二
点
に
気
が
つ
く
。
つ
ま
り
第
一

に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
は
、
　
「
内
」
と
特
に
「
外
」
に
対
す
る
自
己
防
衛

の
た
め
に
、
狂
気
の
如
く
薪
ら
た
な
革
命
的
な
資
本
主
義
三
生
産
一
二
を
利
用

し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ド
イ
ツ
産
業
革
命
は
、
最

初
は
絶
対
主
義
権
力
の
物
質
醗
基
礎
を
鋪
回
す
る
た
め
に
、
軍
事
工
業
に
薗
結

す
る
重
工
業
を
基
軸
に
展
開
し
、
後
に
「
下
か
ら
」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展
と

融
合
し
つ
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
配
す
る
生
麓
諸
力
に
転
化
し
て
い
っ
た
と

い
え
る
。
こ
の
事
実
は
、
絶
対
主
義
権
力
が
泓
的
企
業
一
般
に
対
し
て
と
っ
た

「
三
冠
∵
親
制
」
致
策
が
、
同
時
に
「
保
護
・
育
成
」
の
側
面
を
強
く
随
伴
せ

ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
こ
と
や
、
ま
た
「
三
月
革
命
」
以
後
の
「
海
外
貿
易
会

社
」
の
寛
営
諸
企
業
や
国
有
ザ
ー
ル
製
鉄
所
の
一
部
乃
棄
全
部
が
、
民
間
に
払

下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
良
く
示
し
て
い
る
。
第
二
点
と
し
て
、
　
コ
二
月
革
命
」
や

「
憲
法
闘
争
」
に
お
い
て
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
示
し
た
ホ
来
的
と
も

い
え
る
非
革
命
挫
・
妥
協
性
に
つ
い
て
、
こ
の
研
究
は
若
干
の
解
決
の
糸
口
を

与
え
て
い
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
「
三
月
革
命
」

の
段
階
で
既
に
機
械
北
大
工
業
段
階
に
突
入
し
て
い
な
が
ら
も
、
「
三
月
前
期
扁

全
体
を
逓
じ
て
完
全
に
強
力
な
絶
対
主
義
国
家
の
「
保
護
∴
創
成
鐸
監
、
督
・
規

制
」
の
下
で
成
長
し
た
こ
と
の
政
治
的
反
映
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
様
に
興
味
あ
る
事
実
を
示
峻
し
て
く
れ
る
功
績
に
も
か
か
わ
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誌霧

ら
ず
、
こ
の
著
作
に
は
重
大
な
理
論
的
な
誤
謬
や
主
張
の
一
面
性
を
含
ん
で
い

る
。
第
一
点
は
、
悉
曇
が
産
業
箪
命
を
機
械
の
導
入
、
大
工
業
の
成
立
、
交
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
輩
・
命
的
な
臓
展
の
線
で
の
み
把
え
、
そ
れ
が
塵
業
資
本
確
立
過
程
で
あ
り
、

資
本
の
再
生
産
構
造
の
確
立
過
程
で
あ
る
こ
と
を
捨
象
し
て
し
ま
う
た
め
、
産

業
革
命
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
生
産
力
が
ど
の
階
級
の
も
の
で
あ
る
か
を
無

視
す
る
誤
を
お
か
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
速
度
」
に
お
い
て
写

れ
て
い
る
と
著
藩
の
熱
烈
な
讃
美
を
う
け
る
「
上
か
ら
」
の
産
業
革
命
が
、
そ

の
典
型
的
な
姿
態
と
し
て
「
国
有
化
部
門
扁
肥
大
化
過
程
を
一
方
で
は
含
み
な

が
ら
も
、
ま
た
同
臨
に
当
該
期
聞
中
に
そ
れ
が
民
悶
に
払
下
げ
ら
れ
て
い
く
過

程
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
　
こ
の
産
業
革
命
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格

の
無
視
は
、
産
業
革
命
の
時
期
を
最
近
明
ら
か
に
さ
れ
た
モ
テ
ッ
ク
ζ
象
曾

o
o
騨
の
見
解
一
始
期
一
八
三
四
年
「
関
税
同
㎜
肌
」
の
成
立
、
終
期
一
八
七

三
年
最
初
に
ド
イ
ツ
に
起
つ
た
「
過
剃
生
産
恐
慌
」
一
と
は
異
っ
て
、
絶
対

主
義
の
ド
イ
ツ
型
璽
商
主
義
の
時
代
を
も
含
ん
で
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
ま
ね

く
Q

　
ま
た
簗
二
点
は
、
そ
の
政
治
的
な
立
場
に
ま
で
灘
及
し
て
批
判
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
著
煮
の
主
張
の
一
面
性
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
工
業
の
急
速
な
「
量
U
的
発
展
（
擢
速
度
）
に
い
さ
さ
か
眩
惑
さ
れ
す

ぎ
て
、
そ
れ
を
単
純
に
も
秀
れ
た
（
2
）
経
済
宮
僚
群
を
擁
す
る
絶
対
主
義
岡

家
の
産
業
保
護
・
育
成
の
功
績
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
「
量
」
的
な
発
展
の

み
を
高
評
価
し
、
そ
の
危
険
な
「
質
」
的
発
展
の
性
格
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
は
、

い
か
に
も
重
要
産
業
の
「
国
家
統
制
」
の
み
を
入
類
将
来
の
唯
よ
の
す
く
い
と

み
る
英
国
労
働
党
の
立
場
ら
し
く
、
い
さ
さ
か
馬
鹿
げ
た
ほ
ど
楽
観
鮒
に
す
ぎ

る
見
解
で
あ
る
。
も
し
、
「
上
か
ら
」
の
産
業
革
命
展
開
の
危
険
な
「
質
」
（
貝
崩

壊
要
鷹
を
含
む
）
　
を
少
し
で
も
み
れ
ば
、
　
ど
う
し
て
こ
の
様
な
こ
と
が
い
え

よ
う
。
絶
対
主
義
権
力
に
よ
る
「
上
か
ら
し
の
強
引
な
近
代
工
業
の
扶
植
は
、

進
ん
だ
工
業
と
遅
れ
た
農
業
（
鮭
ユ
ン
カ
ー
経
営
）
の
対
立
、
肥
大
化
し
た
重

エ
業
と
軽
工
業
の
不
均
衡
、
ま
た
国
営
企
業
と
私
企
業
の
矛
盾
、
そ
し
て
軽
工

業
内
部
の
遅
れ
た
在
来
産
業
（
1
1
亜
麻
エ
業
）
と
進
ん
だ
外
来
三
業
（
難
細
工

業
）
と
の
二
重
構
造
、
等
幾
多
の
矛
盾
、
不
均
衡
、
不
安
定
要
國
を
皇
漢
に
成

熟
さ
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
矛
盾
の
総
体
こ
そ
、
産
業
資

本
分
帝
国
主
義
転
化
に
際
し
て
拡
大
継
承
さ
れ
、
軍
事
的
ー
ー
ユ
ソ
カ
；
酌
詳
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
同
国
孟
母
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
再
度
の
大
戦
に
お
け

る
経
済
構
造
の
全
体
瑚
的
崩
壊
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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